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司会（佐藤） 定刻になりましたので始めさせ

ていただきます。初めに開会の辞をスポーツ・

健康科学部の杉森学部長よりいただきたいと思

います。

杉森 本日はお忙しいところ、FD研究会にご

参加いただきまして、ありがとうございます。

今回の研究テーマは「発達障害に対する理解と

適切なサポート」です。平成17年7月1日から

発達障害者支援法が施行され、大学においても

発達障害を持つ学生の障害の状態に応じて適切

な教育上の配慮をする公的な責任がございま

す。

私の所属いたしますスポーツ・健康科学部の

FD活動で、以前、種ケ嶋先生にご講演いただ

き大変好評でした。そこで今回再度ご協力いた

だいて、このような形で全学的にFD研究会を

開く機会をいただくことができました。本日の

学びが契機となり、さらによりよい本学の障害

者の教育支援に繋がることが望まれます。

余談ですが、労働安全衛生法が改正され、今

年からストレスチェックが義務化されました。

職場におけるメンタルヘルス問題は、その一部

は、発達障害者が、教育の場における問題を引

きずったまま、就職して社会人になって初めて

悩むケースも少なくありません。今回のテーマ

である発達障害などの素因を持っておられる方

々はいろいろと事情があり、この問題は障害者

の話にとどまらず、教育に携わる私たち全員が

身近な課題としてしっかり認識していかなけれ

ばならない課題だと思っています。以上、簡単

ではございますが、開会の辞とさせていただき

ます。本日は、どうぞよろしくお願いいたしま

す。

司会 ありがとうございました。次に学長より

ご挨拶をいただきます。太田学長、よろしくお

願いします。

太田 皆さん、研究会のご参加、ご苦労様です。

大学としては、先般の大学院問題を中心とした

FD研究会に続いて、今年度第2回目のFD研

究会ということになります。

障害者の教育の基本方針についてはこの数年

間、さまざまな努力をしてきましたし、昨年度

にその基本方針を定めることができました。そ

の理念は、ダイバーシティという考え方とイン

クルージョンという考え方です。学校も含めた

あらゆるコミュニティにおいて多様な人間がい

ることの大切さ、そして今、世界的に様々な点

での社会的排除が問題になっています。民族の

問題や宗教の問題、高齢者や子どもの問題を含

めて社会的な排除が行われている中で、包摂と

いうことの大事さがあります。障害者について

もそのように考えるべきであるということが基

本方針の中に盛込まれております。

本学は身体障害者について、これまで様々な

努力を行ってきましたが、発達障害の対応につ

いては遅れているところもあります。今年度に

出された学生相談室の報告書に、部会長の森先

生が次のように書いておられます。「身体に障

害がある学生への対応は、受験時から問い合わ

せがあるなど比較的取組みが進んでいるし、学

生ボランティアなどを通じた学習支援活動も始

まっている。他方で発達障害を含む精神的な問

題を抱える学生に対しては、学生相談室を来訪
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して初めて大学が認識するケースがほとんど

で、対応が遅れているのが現状である。早期に

適切な対応をとることが求められる。」このよ

うな認識はおそらく、ほとんど皆さんの共通の

ものであると思います。

個人的ではありますが、私は社会的な引きこ

もりということを近年の研究テーマにしてきま

した。発達障害とも重なり合う部分が多くあり

ます。発達障害は器質的な原因もあり、結果と

して病理的なことになることが多いのですが、

それが発現するのは身体障害以上に社会的なと

ころに原因があるのだろうと思います。そうだ

とすれば、杉森学部長からお話がありましたが、

今、いわゆる健常とか普通と言われている者に

とっても同じことで、そういうことを増やさな

い社会や大学のあり方自体を考えていかなけれ

ばならないという問題にもなろうかと思いま

す。

本日は、専門家の先生方にお話を伺います。

実は事務職員の総会で昨年8月にこの問題を取

扱いましたが、教員を含めての会は今回が初め

てです。いろいろ学び合えればよろしいかと思

っております。どうぞよろしくお願いします。

司会 太田学長、ありがとうございました。私

は本日の研究会の司会を務めさせていただくス

ポーツ・健康科学部の佐藤です。よろしくお願

いします。私の方から本日の講師の紹介をさせ

ていただきます。

まず種ケ嶋尚志先生のご紹介です。種ケ嶋先

生は日本大学工学部総合教育系准教授でいらっ

しゃいます。臨床心理士であり、メンタルヘル

ス、不登校、メンタルトレーニング等の研究が

専門で、東京臨床心理士会3．11震災支援プロジ

ェクト協力委員や日本オリンピック委員会スポ

ーツ医・科学委員を歴任されてきました。また、

昨年度の本学部のFD研究会にもご出席され、

多大な貢献をされています。

次に吉澤良美先生を紹介させていただきま

す。臨床心理士で、本学のカウンセラーです。

東京学芸大学、学校教育専攻臨床心理学講座を

修了されています。1982年より、本学学生支援

センター事務室の学生相談室に兼務職で入職さ

れ、2002年4月に学生相談室の専従となられま

した。2006年より、文部科学省日本学生支援機

構後援による研修会において、大学の教職員や

カウンセラー対象の研修会の講師を務めていら

っしゃいます。現在、本学の学生相談室におい

て日々、現場の学生の悩みに向き合って貢献を

されています。

お手元の資料をご覧ください。前半部分は吉

澤先生がご講演で使用されます。最後の2ペー

ジがアンケート（編集者註：pp.58～59参照）

で、スポーツ・健康科学部のFD研究会であら

かじめ先生方から寄せられたいろいろな悩みの

中から発達障害に関する質問に対して、専門家

である種ケ嶋先生からのご回答を記載しており

ます。

これからプログラムに入ります。最初に吉澤

先生からご講演をしていただきたいと思いま

す。それでは吉澤先生の講義を始めさせていた

だきます。吉澤先生、よろしくお願いします。

吉澤 学生相談室担当の吉澤です。日頃、学生

さんの話を聞くことが多く、学生さんがお困り
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になっていることを整理しながら一緒に問題解

決のサポートをしておりますが、本日、ご参加

くださっている先生方のようにうまくお話する

ことができないかもしれません。その点はどう

ぞご理解の程、お願いいたします。

今回は発達障害に関するお話ということで、

前回の種ケ嶋先生の講演の後に取っていただい

たアンケート調査を参考として、発達障害に対

する理解と適切なサポートについてお話しをさ

せていただきます。

「発達障害に関する法律」です。ご存じの先

生方も多いと思いますが、改めて整理いたしま

す。発達障害とは、自閉症、アスペルガー症候

群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠

陥・多動性障害、その他これに類する脳機能の

障害と支援法の中で述べられています。また、

大学および高等専門学校は、発達障害者の障害

の状態に応じて適切な教育上の配慮を必要とす

るものとなっています。その自立と社会参加の

援助についての国・自治体の責務を規定してい

ます。

障害者差別解消法というものがありまして、

障害を理由とする差別の禁止と、これはたくさ

んのところで使われている言葉ですが、合理的

な配慮を求められています。私立大学では努力

義務ということになりますが、努力だけではな

くて、今後は中身的なものも問われてくること

が多いかと思います。

対応を求められる大学ですが、大学入試セン

ター試験でも、発達障害のある方に対して試験

時間の延長、これは1．3倍となっていますが、

その他に注意事項等の文書による伝達、別室受

験の設定などが認められています。センター入

試に限らずですが、今年度、次年度の入学に向

けた発達障害に関する配慮要請というものが各

大学に通達されています。すでにご本人と保護

者からのサポート要請に対して各学部・学科の

先生方や関係部署でも、事前面接が行われてい

ることをお伝えしておきます。

入学試験だけではなくて、学生生活において

も大学は国や自治体、国公立大学と同等の支援

や対応を求められるようになっています。資料

に記載がありますが、合理的配慮として「障が

いのある学生の修学支援に関する検討会報告

（第一次まとめ）」というところから、表の形
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にして引用いたしました。機会の確保、情報公

開、決定過程などがありますが、先生方に一番

関わりのあるところでは、教育方法等というと

ころになります。情報の保障、コミュニケーシ

ョン上の配慮、試験や成績評価の配慮です。

試験や成績評価の配慮というのは、この資料

だけでは分かりにくいと思いますので文面を読

ませていただきます。公平な成績評価をする必

要が求められるということで、「成績評価にお

いては障害のある学生の学習の成果等を適切に

評価することが必要である。このため学生は教

育目標を達成していることを柔軟な方法で評価

しつつも、教育目標や公平性を損なうような評

価基準の変更や、合格基準を下げるなどの対応

は行わないように留意する必要がある。」この

ように述べられています。学生の障害のある部

分の能力や適性、学習の成果などを適切に評価

するためには、合理的配慮が必要とされ、障害

のない学生と公平に試験を受け、同等の評価を

行う意味での成績評価の配慮をするということ

をご理解いただきたいと思います。

専門性のある支援体制の確保、これについて

は学生相談室だけではなくて、学生支援課の障

害学生支援の担当の者がメインになりまして、

学科主任、各学部・学科の先生方、学部事務室、

教務事務室と連携し、様々な形で支援体制をと

っています。

また、教育方法等についてどういうものがあ

るかを調べてみました。事前にシラバスなどに

授業の内容、評価方法、評価基準を詳しく記載

するという形で学生さんに、この授業はどうい

うタイプの授業なのかをお伝えすることによっ

て、ご自身が苦手であると思うような授業を間

違って履修してしまわないようにする方法もあ

るということが掲載されています。例えば、グ

ループワークが非常に苦手な学生さんが、グル

ープワーク中心の授業を履修してしまうと、先

生方も学生さん自身もお困りになるケースなど

を防ぐ目的があります。

発達障害について具体的にお話しいたしま

す。生まれつきの脳機能障害と言われています。

従って、教育や学習によって簡単に改善される

ものではないということをまずご理解いただき

たいと思います。内容的には、コミュニケーシ

ョン、社会性、学習、注意力等の能力に偏りが

生じることによって日常生活が困難になる場合

があります。高等教育、大学などでよく見られ

るのは自閉スペクトラム症（ASD）です。以前

はアスペルガー症候群という言葉が使われてい

ましたが、これらが含まれているのがASDと

いうものです。また、もうひとつのAD/HDと

いうのは、以前、注意欠陥・多動性障害と言わ

れていましたが、今はAD/HDと呼んでいます。

発達障害については、判断基準が分かりにく

いという点があります。ここからここまでが障

害、ここからここまでは障害でないというが見

分けがつきにくく、個々の個別性があり、その

度合いも非常に個人差があります。

高校までの教育環境と大学に入学してからの

教育環境は、状況が全く異なってくるため、大

学生になってから問題が表面化するということ

もあり得ます。初めから診断されている、保護

者の方から相談がある場合は、比較的スムーズ
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に本人の了解を得て先生方にご連絡できます

が、本人に自覚がない、保護者も全く分かって

いない、しかし、周りの学生さんとの様子を比

べると少し変わっている印象がある学生さんが

いるということは、環境の変化によって症状が

表面化していると考えられます。

高校までは自分のクラスがあり、自分の席に

さえ座っていれば先生方が入れ代わり立ち代わ

り教室に来て授業をされます。しかし大学では、

時限ごとに教室が違い、いつも同じ顔ぶれで授

業を受けるわけではないので、その都度その都

度違った環境に自分が入って行かなければなり

ません。授業の教室が急に変更になった場合で

も、掲示板などをきちんと確認していれば分か

るはずですが、情報収集が苦手な学生さんは気

付かずに、「いつもの教室へ行って誰もいない

から、今日は授業がないのかな」と思って帰っ

てしまったりします。また、急に休講になった

場合も、情報を入手できずに非常に不安になっ

てしまう場合もあります。このようなことが実

際にあります。

発達障害のスペクトラムと言いましたが、今

回は、「自閉スペクトラム症」、アスペルガー症

候群に入るものと、「AD/HD」を中心に説明

します。それ以外にも高機能自閉症、発達性協

調運動障害、発達性言語障害、LD（学習障害）

と、発達障害の中に含まれるものが幾つかあり

ます。高機能自閉症は社会性の障害が中心にな

りますし、発達性協調運動障害は全身運動や手

足を使う運動が苦手という問題になります。発

達性言語障害は言語的な障害が中心です。LD

というのは学習障害のことで、聞く、話す、読

む、書く、計算するといった学習面の障害を持

っています。これは必ずしも一つだけというこ

とではなくて、重複して障害を持っている方が

かなりいることをご理解いただければと思いま

す。

発達障害というのは、目に見えない障害です。

見た目だけではすぐに分かりません。もろちん

話をすることで気が付く場合もありますが、身

体的な視覚障害や聴覚障害、歩けないといった

肢体不自由などとは異なります。それから個人

差のある障害であることが、大きな特徴です。

そのために障害の有無が、周囲ばかりかご本人

やご家族にも気付かれ難い場合があります。も

ちろん障害の偏りが非常に激しいと、3歳位の

健診の時にチェックがかかる場合もあります。

しかし、子供の成長のプロセスには個人差があ

りますから、小中高の時期は、何となく見過ご

されて、普通に生活できていた方でも、大学に

入ってから初めて、「他の学生と少し違うかも

しれない」ということが分かる場合があります。

同じ発達障害でも、表れ方や困っている内容

がそれぞれ違っている場合が多いために、個別
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のニーズに応じた支援が求められます。相談室

を利用されるほとんどの学生さんも、それぞれ

別々の対応が求められています。しかし、なか

なか分かり難い、理解され難い、発見され難い、

ただ何となく違う感じがするので子供の頃から

変わった人だと思われる、いじめや先生方から

誤解されて叱られやすいなどの経験が重なるこ

とが多いために、二次障害が起こる可能性があ

ります。気分障害、うつ、睡眠障害、心身症な

どの身体的な障害のようなもの、頭痛、腹痛、

吐き気、めまい、対人恐怖、引きこもり、強迫

性障害などの障害が出てくる場合もあります。

そのために、本来は発達障害という障害であ

るにも関わらず、別の病状、症状のために別の

診断名がついて、お薬を服用して、さらに状態

が悪くなって本来の能力を発揮できない学生さ

んがいることもご理解ください。

次に、「自閉スペクトラム症」、アスペルガー

症候群とよく言われているものを説明します。

自閉スペクトラム症は、知的発達には比較的遅

れがなく言葉を流暢に使うので、幼少期に発達

の問題が気付かれ難いと言われています。逆に

周囲に行動を合わせるのが難しいため、幼い頃

からいじめの対象になることも多いと言われて

います。

その特徴の一点目は、コミュニケーションが

苦手ということです。場の空気が読めない、言

外の意味が分からない、人の気持ちの理解が苦

手、思ったことを悪意なく口にするなどから、

人間関係が苦手という特徴があります。

二点目、社会性の不足です。暗黙のルールが

分からず、どのように振舞うとよいのかが分か

らない、社会的常識が乏しいなどの例がありま

す。例えば、遅刻してきても突然に扉を開けて

ズカズカ入ってきて粗雑に椅子へ座る、普通の

学生でしたらもう少し静かにそっと入ってくる

ところなのに、場が読めない、状況が分からな

いというのがこれに当たります。

三点目、こだわりや想像力の問題です。例え

ば、関心や活動の範囲が限定されていて、こだ

わりが強く、融通が効かないことがあります。

新しい環境に適応しにくく、記憶については得

意だけど、それを応用することが非常に苦手な

どの特徴があると言われています。

この三つの特徴は、三つとも持っている方も

いますし、どれかに特化して非常に強く出る場

合もあります。行動としては、積極的な変わっ

たタイプ、奇異に思われるようなタイプ、受け

身的なタイプ、孤独を好むタイプなどです。他

に、服装などに無頓着、生活パターンの変化を

好まない、集団活動が苦手、視線が合わない、

歩き方がぎごちない、手足が不器用で道具が使

えない、感情の起伏が少なくて違和感がある、

決まった場所に物が置かれていないと気にな

る、興味がないことにはまったく関心が持てな

いなどの例があります。

非常に独特な言葉の使い方をする、変わった

言葉の使い方をする、過剰に丁寧な言葉を使う、

何回も同じ言葉を繰り返す、抑揚のない話し方

をする、話しがどんどんずれたり、相手構わず

自分の関心あることばかりを話し続け「時間が

ないから止めてほしい」と言われるまで話し続

ける、このようなことがあるようです。
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次に「自閉スペクトラム症」（アスペルガー

症候群）の具体的な事例です。大学における架

空事例を作ってみました。

① Ａ君は思ったことをすぐ口にするので、失

礼な人と思われている。先日もゼミの女子学

生に「最近太りました？」と聞き、先生がみ

んなにご馳走した料理を「美味しくないない

ですね」とみんなの前で言ってびっくりさせ

た。

② Ｂさんは相手の話を聞いて理解するのが苦

手な上に、関心あることは相手にお構いなし

に話してしまうため友人ができず、授業やゼ

ミに関する情報を得ることができないで困

り、孤立してしまう。

アインシュタイン、ニュートン、ゴッホ、サ

ティ、ミケランジェロなどもアスペルガー症候

群だったのではないかと言われており、ある意

味では非常に秀でた能力や才能や集中力を持っ

ているので、偉業を残す人もいますが、社会生

活上では困った人だと思われてしまう場合も少

なくありません。

「自閉スペクトラム症」（アスペルガー症候

群）の長所ですが、記憶力が高く、集中力があ

り、興味のあることなら何時間でも取組めるこ

とから、本人に合った職に就けば長所を活かし

ていくこともできます。

物事に真面目に取組む、根気や緻密さを求め

られる作業もやり遂げられる、常識にとらわれ

ない発想ができる、正直で嘘がつけないという

特徴もあります。嘘がつけないということは上

手い言い訳ができないのです。例えば、遅刻の

理由を問われて「朝起きて、家を出ようとした

ら猫がいて、かわいそうで、つい世話をしてい

たら遅れました」とありのままに答えてしまい

ます。当然、そのような言い訳は社会では通用

しません。もちろん都合のいいような嘘をつけ

ることがいいというわけではありませんが、こ

ういうことを平気で言ってしまう傾向があると

いうことです。

ルールや決まりを守る、守られすぎると弊害

がある場合もありますが、しっかり守れるとい

う利点があります。他の人に惑わされず、マイ

ペースで物事を進めることができ、規則正しい

生活を好むということも言われています。ただ

し、聴覚的な刺激や視覚的な刺激について感覚

が鋭いため、騒がしい場所や眩しすぎる場所に

対して非常に敏感に反応します。従って、環境

を整えてあげる必要があるということもご理解
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ください。

自閉スペクトラム症のサポートとして、教育

上、先生方がどのように配慮したらよいかとい

うことをあげました。このような学生さんは

「君はどう思うか」「一番いいと思うやり方を

やってください」という抽象的な表現や質問を

されると混乱してしまうため、具体的な指示を

するとよいと言われています。しかも、聴覚的

に入ってくる情報は非常に捉えにくいため、で

きれば板書やプリントなどに、期限、回数、範

囲、数字などを書いて視覚的に伝えていただく

と、間違えずに行うことができます。また、指

示をする時には、できるだけ簡潔に分かりやす

く伝える、ボディランゲージを多く入れたり、

遠回しな言い方や諺を使わず、内容を具体的に

簡潔に伝えていただくのがよいと思います。ま

た、一度に幾つもの指示をしない、変更が生じ

た場合、その後の予定や見通しを伝えて全体の

流れが分かるようにする、ミスした際には叱る

のではなく、正しい方法を指導するということ

がとても大事です。

このような学生さんは、ソーシャルスキル・

トレーニングでコミュニケーション技術を少し

ずつ少しずつ身に付けていくことから周りに合

わせるということについて学んでいきます。や

はり時間がかかりますので、できるところで先

生方が具体的に視覚的に指示していただくこと

が、その学生さんにとってプラスになるのでは

ないかと思います。

次に「AD/HD」（注意欠如・多動症）につ

いて説明いたします。注意力の持続が非常に難

しくて、落ち着かなさ、うっかりミスが多いと

言われています。計画的に段取りよく進めるの

は苦手で、自分の行動の管理に困難を感じてい

ます。本人も自分でうまくできないことは感じ

ており、相談に来るケースが結構あります。

特徴として大きく分けて三点あります。一点

目は、不注意です。集中力が続かず、他の刺激

に気を取られやすい、課題に対して不注意な過

ちや単純なミスが多い、物をよく失くす、これ

が典型的なタイプだといわれています。身だし

なみに無頓着ということも結構あります。

二点目は、衝動性です。我慢が苦手で衝動的

に発言してしまう、依存しやすい性質がある、

順番が待てない、思いついたことをつい口に出

す方がいます。例えば、先生が教室で誰かに質

問や話をすると、指されていないのにすぐ答え

を言ってしまう場合があります。

三点目は、多動性です。落ち着きがなく、人

の話を静かに聞けない、早口で絶え間なく話し

続ける、貧乏ゆすりをするなどです。もちろん、

貧乏ゆすりをしている人が全員そうだというこ

とではありません。

その他の特徴として、複数の課題を同時にこ
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なせない、優先順位がつけられない、計画立案

が苦手、人との分担作業が苦手、説明を聞かず

に作業を始めてしまう、一度に多くのことが覚

えられない、見通しの甘さがある、飽きっぽい、

このようなことが挙げられています。

AD/HDの大学における架空事例を挙げまし

た。

① Ａさんは予定を立てるのが苦手で、レポー

トの提出期限や試験日時を間違えることが多

く、よく先生に注意される。単位を取れなか

った科目がある。

② Ｂ君は刺激に気を取られやすいために、授

業に集中できず、他の人と作業分担するが苦

手で、周囲から協調性に欠けると思われてい

る。

③ Ｃ君は片付けが苦手で、大切な資料や教科

書を失くしてしまうことが多く、大きなカバ

ンの中はいつもぐちゃぐちゃで、試験前にな

っても何から手を着けていいか分からない。

大事なプリントを先生から受取っても、カバ

ンに入れておしまいにしてしまい、結局、試

験の時にそれが見つからない。また、大事な

約束でも遅刻を頻繁にする、ゴーサインを待

てないこともよくある。

AD/HD（注意欠如・多動症）の特徴（長所）

です。好奇心が旺盛でいろいろなものに関心を

持つ、自ら創意工夫をする、コミュニケーショ

ン力に長ける、根に持たない、後腐れがない、

判断力・実行力がある、短時間で片付けられる

仕事は得意、個性を活かして能力を伸ばすこと

を求められる場では優れた人材になることもあ

ると言われています。このような長所を授業の

中で伸ばしていただけると、彼らは自信を持っ

てやっていけるということです。

次に、AD/HDのサポート、先生方にご協力

いただきたいことです。大切なお話しをする場

合、極力静かな部屋など集中できる場所を利用

し、ゼミ室で他の学生がいない時など、環境を

整えていただけると、内容が比較的しっかり相

手に伝わります。同時に複数の作業を求めず、

一つずつ確実に行うように指示していただけれ

ばと思います。
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本人へのアドバイスです。やらなければいけ

ない「ToDoリスト」を作ること、スケジュー

ル表やタイマーを利用すること、例えば、長時

間続けて集中してしまうと、気がつけば時間が

過ぎていたということがありますので、タイマ

ーを活用するとよいなどの助言をしていただく

とよいと思います。色別のファイルで配布書類

を管理する、予定を詰め込みすぎない、このよ

うにアドバイスしていただけると、比較的順調

に作業が行えます。指示や約束事はメモにして

渡すことで、比較的きちんと行うことが多いと

思います。ミスや失敗を強く責めたりせずに、

苦手なことを無理強いしないで、本人の持って

いるよいところを伸ばすように対応していただ

けると、と思います。

全体を通したお話しの中である程度ご理解い

ただけたと思いますが、障害を抱える学生さん

の理解とサポートは、障害を理解するという点

では、「発達における障害である」「治せるもの

ではない」「抱えて生きていくもの」とお考え

いただければと思います。AD/HDの場合、お

薬も開発されていて、それらを使って集中力を

高めたりできる場合もありますが、実際に使っ

ている学生さんから、眠くなったりするなどの

副作用があるため、「この薬はあまり好きでは

ない」などの相談を受ける場合もあります。同

じ薬でも効く人、効かない人がいるようですの

で、薬さえあれば大丈夫というわけではありま

せん。また、障害のためにご本人もご家族も苦

しんでいることをご理解いただきたいと思いま

す。特に自分が発達障害だと診断されている場

合、または医師から「このようにしてみたら」

とサポートを受けていない学生は、うまく行動

できないことを全て自分のせいにしてしまう傾

向もあります。自分は「皆ができることをどう

してできないのだろう」と自分を責める、劣等

感を強く持つことがあるということをご理解い

ただきたいと思います。

同じ障害でも困っている状況はそれぞれ違っ

ています。障害の度合いがそれぞれで異なるの

で、一律にこういうやり方をすればよいという

方法はありません。特徴を理解して個別的な対

応と配慮が必要です。合理的配慮を求められて

いるのは、この個別的な対応についてです。し

かし、ここが先生方にご協力いただく上で非常

に難しいところだと思います。他の学生と比べ

て特別扱いをするということではなく、その障

害をある程度フォローし、他の学生さんと同じ

ように評価していく、そのような視線での合理

的配慮が必要ということになります。

サポートとして、先生方お一人おひとりがサ

ポートしていただくのはとても難しいことです

し、私ども学生相談室だけでサポートできるも

のでもありません。障害学生支援の担当の者も
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そうだと思います。つまり、チームサポートを

考えていくことになります。大学全体でのサポ

ートに限らず、部分的なところでよろしければ、

授業の先生と連携しながらサポートしていくと

いう場合もあると思います。

そこで大事なことは、その学生さんとの信頼

関係です。チームで連携する上で、学生さん本

人の持つ障害や置かれた状況、必要とされるサ

ポート内容について、関係各部署の担当の方に

知っていただく必要はありますが、基本的に本

人の了解のもとに行うことがとても大事です。

よかれと思って本人の同意を得ずに「こういう

ふうに言っておいたよ」と言うことも、本人に

とってみれば、プライバシーや個人情報を勝手

に漏らされたことになります。本人の了解を得

た上で本人と共に情報を伝えることが大切で

す。学生相談室でも伝える内容は、確認し合い

ながらやっています。

信頼関係をしっかり持つことで、よりよい環

境を作ることもできますし、それに対して秘密

を守ることもできます。何でもかんでも話さな

い、伝えないことが秘密を守るということでは

なくて、本人の了解を得た上で、情報を手にし

た者は約束事の中で情報を、その学生さんにと

って一番よい形で使っていくと考えていただけ

ればと思います。

これまで行われてきた支援についてお伝えし

たいと思います。発達障害の学生さんは、ご本

人とご家族が一緒にみえて問題解決に向けて環

境調整を行います。具体的に場面ごとに適切な

方法をご本人に伝えます。それから、必要に応

じて様々な部署や教職員の方々と連携して修学

環境を整える、個々の先生方に連絡をしたり、

学科主任に連絡したりしながら行ってきまし

た。診断書を基に、学生さん自身から授業の担

当の先生方に説明する、ご本人の了解を得た上

でこちらから教務事務室・学部事務室や学科主

任に伝えて学科会議などを通じて授業担当の先

生方に周知していただくなど、今まではケース

バイケースで支援してきました。

今後については、これらに加えて発達障害の

学生をサポートする全学的な体制作りがとても

大事だと思います。申し出や、診断されている

という個々の学生さんだけではなく、診断され

ていないが、そういう特徴を持っているという

判断が非常に難しい学生さんが増えています。

いろいろな場面で「この学生さん、もしかした

ら発達障害かもしれない」と思われる場合もあ

ると思いますが、その学生さん自身は診断され

ているとは限らないわけです。全学的な体制と

いうのは、学生さんから個々に申し出がある、

ない、だけではなく、先生方の負担は増えてし

まいますが、本来の業務にプラスして、少し変

わった学生がいると感じた場合に気を配る、
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「もしかしたら発達障害を持つ学生さんがこの

中にいるかもしれない」ということを考えてい

ただきながら、慎重に様々な情報を得た上で、

対応をしていただくことが必要になってくると

いうことです。

最後に、「学習環境を整える上での、連携と

学生相談室の活用」と記載しましたが、個々の

学生さんに関する情報について、「このような

学生がいるけれど、どのようにサポートしたら

よいでしょうか」というご相談があれば、板橋

と東松山校舎、どちらの学生相談室でもお話を

伺った上で、サポートのご相談やヒントをお伝

えすることができるのではないかと思います。

これから中部大学の学生相談室が作成された

ビデオ（DVD）をご覧いただきます。これは

あくまでも自閉スペクトラム症（アスペルガー

症候群）の学生さんの模擬事例です。非常にリ

アルなものとなっておりますので、参考にして

いただければと思います。15分ぐらいのビデオ

です。

≪ビデオ上映≫

吉澤 アスペルガーの学生さんに関する事例の

ビデオをご覧いただき、具体的にお分りいただ

けたかと思います。

最後に、学生の支援についてそれぞれのキャ

ンパスの学生相談室の連絡先を掲載しておきま

した。板橋校舎には小市カウンセラー、東松山

校舎には私がおります。もし何かございました

らお気軽にご連絡ください。ただし、学生さん

と面談中は「何時までお待ちいただけますか」

とお答えすることもありますが、どうかご了承

いただければと思います。

参考となるホームページと本を記載いたしま

した。この本は学生相談室に置いておりますの

で、ご覧になりたい場合にはお見せすることが

できます。
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それでは、以上、発達障害に関する理解と適

切なサポートについての説明を終わらせていた

だきます。ご清聴ありがとうございました。

司会 吉澤先生、大変参考になるご講演をあり

がとうございました。

次のプログラムのディスカッションに移らせ

ていただきます。先生方からは様々なご質問が

あろうかと思います。素朴な疑問を専門家のお

二方、種ケ嶋先生と吉澤先生にご質問いただき

まして、それを起点としてディスカッションさ

せていただければと思います。

それでは、まず私から講師のお二方に質問さ

せていただきます。発達障害、精神障害のある

場合の判断について、どうすればいいのかとい

うことを吉澤先生からご講演をいただきました

が、どのようにしたら事前に分かるものなので

しょうか。

吉澤 例えば、入学の時点でご本人や保護者の

方からご相談があった場合、学生支援課を通し

て学科主任などにご連絡する場合があります。

授業にサポートが必要な場合には学生自身から

も具体的に「このような内容でサポートをお願

いします」と申し出をされる場合も多くありま

すので、それが一つの事前に分かるケースだと

思います。

それ以外の、本人の申し出がなかった場合で

すが、本人の自覚や認識がない、気が付いてい

ない、障害があると思っていない学生さんにつ

いては、非常に難しいものがあります。逆に本

人が困って相談に来る場合、そこから先生方に

ご相談させていただくこともありますが、ご本

人は「自分の苦手な分野だからうまくいかない

のだ」と諦めてしまっている場合もあります。

そういう時は先生方から学生さんに、ご本人の

状況などをお聴きいただく中で、「ただ苦手な

だけではない、変わった感じや対応してあげた

方がよさそうだ」という感じがありましたら、

そこで相談室へお声かけをいただければ、「こ

んな対応ができるかもしれません」とお伝えで

きることもあると思います。

司会 種ケ嶋先生にお聞きします。気が付いて

いない学生がいるというお話しがありました

が、ご家庭の中で、親御さんが気付いていて、

本人は気が付いていないというケースは多いの

でしょうか。

種ケ嶋 本当にケース・バイ・ケースだと思い

ますが、親御さんが気付いていて、本人が気付

いていないということは少し考え難いと思いま

す。何故かというと、本人が困っていることが

分かっているのであれば、親御さんの方も同じ

ような思いを共有しているということがありま

すので、そこから相談へ発展していきます。大

学ではなくても、小学校とか中学校のレベルで

早期に対応されていくということになっていく
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と思います。つまり、親御さんも気付いていな

いケースの方が多いのではないかと思います。

ただし、気付いていても伏せているということ

ももちろんありますので、そこは絶対とは言え

ません。しかし、親御さんも気付いていないと

いう方が多いかと思います。

司会 発達障害に気付いているという場合、さ

まざまな支援を受ける上では、診断を受けて認

定された方がよいのでしょうか。

種ケ嶋 幼少期ですと、例えば児童相談所等を

通して療育手帳の判定という、軽度発達障害を

公に認めるような制度があります。または、精

神障害者手帳を通して支援を受けていくことも

あります。ただし、それは社会的な偏見という

壁がありますので、児童相談所等の立場からす

ると、むやみに「手帳を取りなさい」というこ

とを積極的に言えるかと言われると、躊躇して

しまいます。手帳を受取るメリット、デメリッ

トがあります。センター試験などで1．3倍の延

長時間が得られるのは、何かしらの診断や手帳

という公的な判断が求められることになります

ので、そういう部分と社会的な部分の、自分の

活躍している場のバランスを見ながらの判断に

なってくると思います。また、プライバシーの

問題もありますので、簡単に言えることではな

いと思います。

司会 非常に難しい問題だと思いますが、セン

ター試験で1．3倍の時間が考慮されるというこ

とは、センター試験開始前までに、事前に証明

書が出される審査が行われているということに

なりますか。

吉澤 事前にそういう申し出があった場合とい

うことなので、当日に「そうさせてくださいと

いう」のは受入れられないと聞いています。ま

た、診断が出ていてもご本人に告知されない場

合もあります。主治医が「20歳になってから伝

える」「もう少ししてから本人に状況を伝える」

と判断するというケースもあります。友人関係

などのいろいろなトラブルなどがあり、保護者

と一緒に病院へ行き、診断書を親御さんが持っ

てきても、ご本人自身が発達障害だと知らない

場合も結構あると思います。そのような場合、

先生方としても対応が非常に難しくなってしま

うケースもあることをご理解いただければと思

います。

杉森 今のことに関連してお尋ねしてもよろし

いでしょうか。求められる対応、教育方法等の

ところで試験や成績評価の配慮まで謳っていま

す。そうなると、種ケ嶋先生と吉澤先生がお話

しされたように、診断書のような客観性のある

根拠がないと、教員がそこまで配慮するのは一

般的には難しいと思います。本人がそれを拒否

した場合、どうしたらよろしいのでしょうか。

沼口 その前に、冒頭の学長挨拶でダイバーシ

ティとインクルージョンという言葉を言われま

したが、ダイバーシティとは多様性です。多様

というのは、違いを前提にインクルーシブが始

まるわけで、多様性を前提としなければ質問で

おっしゃったことはなかなか実現不可能なわけ

です。宗教、肌の色、人種、文化が違うとか、

違いがあって初めてその人達をどう包摂してい

くかというのが始まるわけで、何故か分からな

いところに包摂ということではないと思いま

す。

その意味で日本の公立学校は11％か12％位、

特別支援学校・学級があります。小中高もあり

ます。そういうところから来る学生について、

特別支援学校・学級から来たということが仮に

書いてあるとすれば、それはそれなりの対応、

例えば「支援学級でこのような症状が出ていま

した、こういう対応をしてください」と申し送

りがあれば、そういう対応はできると思います。
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しかし大学に何％の人が、特別支援学校・学級

から来ているのかというデータすら、あるのか、

ないのか、分からないような感じです。この問

題について言えば、基本的にどう違いがあるの

かということをはっきりさせることからしか救

済や対応は始まらないように思います。そこを

含めて教えていただければと思います。

司会 吉澤先生、お願いいたします。

吉澤 絶対的な回答はできませんが、実際にご

本人がお困りになって相談される場合は、「も

しかしたらこういう可能性もあるかもしれない

けれど、自分ではどう思う？」というお話しを

しながら、もしそうであれば、「専門の病院で

診断して診断書を持ってくると、そこからスタ

ートになるかもしれない」というお話しをする

ことはあります。しかし、これからは、ご本人

以外からの相談が増えてくるだろうと思いま

す。先生方から「少し変わった学生さんがいる

のですが、どうでしょうか」という場合、私ど

もも診断書がない場合には「絶対にそうです」

とは言えません。

そこで、先生方から学生さんへ、具体的にど

ういうところで困っているのかを聞いて確認し

ていただきながら、少しずつその認識や自覚に

向けた方向性へ持っていくしかないと思ってい

ます。特別支援学校・学級から入学してくる学

生さんも、他大学のお話しを伺ったのですが、

本人からの申し出はなかったけれど実は中学ま

ではそういうところへ行っていたとなど、後に

なってから分かる場合もあるそうです。しかし、

学生さんによっては、そのようなプロセスを経

ていても、他の学生さんと同じように特別なサ

ポートがなくても単位を取って卒業していく事

例もあるそうです。そういうお話を伺うと、特

別支援学校・学級にいたからといって支援が必

要なのかという判断は非常に難しいと感じてい

ます。それぞれの個別性があるので、具体的に

相談者の話を聞きながら、何が必要かを考えて

いくしかないと現場にいる私は思っています

が、種ケ嶋先生はいかがですか。

種ケ嶋 吉澤先生の資料の2ページに、自閉ス

ペクトラム症の紹介があります。自閉症のスペ

クトラムというのは、資料に記載がある通り連

続体という意味で、グレードが知的な遅れもあ

るし、遅れもないし、一つひとつが繋がってい

るラインになります。明確な違いはどこだと質

問されると、非常に言及しにくく、発達障害と

はそういう現象が出ているということ、まずこ

こは押さえておいていただきたいと思います。

その中で、どこに違いを見出していくのかと

いうことですが、例えば生育歴の聴取や、心理

検査の結果、普段の適応状態、いかに社会環境

において不適応な状況を起こしているかという

ことを総合的に判断して、初めてある種の療育

手帳の判定に入ることになります。

（※付記：自閉症の診断基準）

司会 よろしいでしょうか。

杉森 もう少しお聞きしてもよろしいでしょう

か。そのような病態の話も大事ですが、私ども

教員がどのように対応すればよろしいかという

ことでは、何らかのルール作りが必要だと思い

ます。これは透明性も持たなければなりません。

客観的な第三者、外部の意見書のようなもので、
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職場のメンタルヘルスでは普通に行っているこ

とです。もちろんご本人の同意をいただいた上

でという形です。ご本人が本当に悩んで困って

いるのであれば、そういう形で受診勧奨をして

いただいて、第三者のお墨付き（根拠）をもら

った上で対応を取っていくのがフェアではない

かと思いますが、いかがでしょうか。

吉澤 実際に可能性が高いと思う学生さんが、

保護者の方も一緒に相談に来てくださり、ご相

談をした上で、外部の病院へ行き、診断を受け、

診断書を持ってきていただく場合もあります。

今までもそのようなケースがありました。しか

し、今後は事前にご本人が相談室でそこまでの

相談をされない場合も増えてくると思います。

何らかのサポートが必要な時に、相談を受けれ

ば、「診断書などが必要である」とお答えする

ことができると思いますが、それ以外の、相談

に来られない学生さんについては難しい問題だ

と思います。

種ケ嶋 学業上に著しい困難をきたして、学生

がこの状況を何とか改善していこうという時、

例えば病院の診断を受けることによってその状

況を打破できることができるのであれば、ドク

ターの診断を受けて公的な支援を受けられるよ

うな手帳を受け取り、支援を受ける。このよう

な場合、全学的なサポートとして考慮に入れて

いかなければいけない部分の一端ではないかと

私自身は考えています。

杉森 少し混乱させてしまうかもしれません

が、先程、学生が拒否をした場合というお話し

をしたのは、例えば、ご本人の判断力が弱って

いる時に、自傷他害、自殺するとか、「誰々が

憎いから一発殴ってやろう」とか、そのような

情報があった場合、それでも守秘義務というこ

とになるのでしょうか。

吉澤 自傷他害の場合、守秘義務には該当しま

せん。自傷他害と、今の発達障害の診断書はま

た別の問題になると思います。

杉森 発達障害で二次的に自傷他害があるとい

うことは、よくうつ病を併発してとか、そうい

うことがありますよね。

吉澤 二次的としてですが、可能性はあると思

います。自傷他害の話があった際には、保護者

や先生方への連絡や連携は必要だと思います。

もし私どもの前でそういうお話があれば、「あ

なたのためにも守秘という形ではできない」と

いうことをお伝えした上で連絡を取ったりしま

す。

杉森 ありがとうございました。

質問者Ａ 連係プレーで発達障害の学生さんに

対応されたという事例はありますか。それと、

対応したことで学生さんが無事卒業したような

事例が今までにありますでしょうか。守秘義務

の問題と言われると、難しいのですが、教員と

しては採点や単位の判断がありますから、いろ

いろなことが分かっていた方がいいのではない

かと思います。学生さんは大学での社会生活を

営まなければいけないわけですが、私どももそ

れをきちんと分かった上で、ご本人とご家族の

ことも含まれてくるのではないかと思います。

卒業したということは、単位を取得できたわけ

ですが、大学側としてはどこまで責任を持って

その学生さんと対応していくのというルールも
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持っていた方がいいのではないかと思います。

私の経験上ですが、そういう学生さんは途中で

退学するケースが多いです。無事卒業していく

学生というのは大学での社会生活がきちんと営

まれていたということだと思っていますが、今

まで吉澤さんの方で何か困ったということはご

ざいますか。

吉澤 それはケース・バイ・ケースだと思いま

す。

質問者Ａ 追跡調査をされているのかどうかも

教えてください。

吉澤 卒業してからのことは、申し訳ないので

すが分かりません。

質問者Ａ 卒業されていくというのは、3、4

年生になったら6学部の場合、板橋校舎に行く

ことになりますよね。

吉澤 その場合は学生相談室を通して、板橋校

舎に申し送りをしてサポートしていくことにな

ります。

質問者Ａ 単位、授業のサポートをしながら、

評価をしていかなければいけないのですが、発

達障害のことで、学生相談室に相談に来る学生

数が増えているのでしょうか。

吉澤 発達障害のある可能性のある学生さんが

いたけれど気が付かないで来ていた場合が以前

からあったと思います。しかし、発達障害が取

上げられるようになったことによって、気にな

る学生さんとして相談にのる、学生さんが「自

分はもしかしたらそういうところがあるのでは

ないか」と感じて相談に来るというケースは増

えてきているように思います。

質問者Ａ ありがとうございました。

司会 皆様、ありがとうございました。そろそ

ろ終わりの時間となりました。極めてグレーゾ

ーンなテーマですが、このような研究会をする

ことによって、発達障害の学生さんの特性を把

握することによって、先生方からの理解ある対

応をしていただくことが大事なのかと私個人は

思いました。

それでは、閉会の辞をFD委員会委員長、小

松副学長よりお願いしたいと思います。

小松 閉会の辞を述べさせていただきます。吉

澤先生にご講演いただき、そして種ケ嶋先生か

ら専門的なお話をいただきましたことに、まず

御礼を申し上げます。ありがとうございました。

「発達障害に対する理解と適切なサポート」

というテーマを選んだ理由ですが、FD委員会

としてはこのテーマをいつか扱わなければいけ

ないと以前から考えておりました。スポーツ・

健康科学部では学部内のFD活動としてこのテ

ーマを以前から探求されてきたと伺い、本委員

会としては昨年度、その様子をレポートという

形で参照させていただき、私どもも参考になっ

たところです。さらに引き続いてこのテーマで

学部内に実施されるということで、FD委員会

からぜひ共同開催とさせてくださいということ

で、今回、このように全学での実施とさせてい

ただいたという経緯です。ご協力いただきまし

た杉森学部長、FD委員の佐藤先生には大変感

謝しております。

冒頭で学長からもお話しがございましたが、

本学は身体の障害に関してはさまざまな対応策

が練られてきており、ある程度確立した部分が

ございますが、この問題については合理的な配

慮という考え方で、今後さまざまな対応を練っ

ていかなければいけない状況でした。このよう

な時期での今回のFD委員会のテーマは、この

問題を考える際の非常にいいテーマ設定だった

のではないかと思っています。

参加された先生方から様々なご意見をいただ

きましたし、問題意識は非常に高まったのでは

ないかと思っております。発達障害に対する守
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秘義務を含めた配慮の仕方や、全学としてどの

ように現状把握をすればよろしいのかという問

題提起がございました。ご講演の中でご指摘が

ありましたが、どのような状況でも学生からの

信頼関係を前提としたチームサポートを、これ

からどのように築いていくかということが、本

当に学生支援センターのこれからの課題となる

わけで、大変にいい機会を得たと思っておりま

す。FD委員会としては引き続きこのテーマを

追っていきたいと考えておりますので、次回の

テーマ設定についてもご意見があればお願いい

たします。

最後に、ご参加いただきました皆様には活発

なご意見をいただきまして、本当にありがとう

ございました。これで閉会の辞とさせていただ

きます。

司会 最後に、本日ご講演いただきました種ケ

嶋先生と吉澤先生に拍手をお願いいたします。

ありがとうございました。（拍手）

※自閉症とは、「1．対人関係の障害」「2．コミュニ
ケーションの障害」「3．パターン化した興味や活動」
の3つの特徴をもつ障害で、生後まもなくから徐々
に明らかになります。最近では症状が軽い人たちま
で含めて、自閉症スペクトラム障害と呼ばれていま
す。
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